開発事業等の設計等に関する指導について

１　設計に関する配慮事項について
　　開発事業等をしようとするときは，次に掲げる開発事業等の区分に応じ，それぞれに定める事項に配慮して設計を行ってください。
　　また，工事に伴って生じる騒音，振動又はじんあいが周辺の環境に及ぼす影響を低減するための有効な工法の採用その他必要な措置を講じてください。

（１）開発事業
	設計に当たり配慮する事項
	配慮の内容

	　擁壁は，周辺の土地に日影を生じさせる範囲を小さくするような配置及び形状のものとするよう努めること。
	



（２）中高層建築物の建築
	設計に当たり配慮する事項
	配慮の内容

	　建築物は，周辺の土地に日影を生じさせる範囲を小さくするような配置，高さ及び形状のものとするよう努めること。
	

	　テレビジョン放送の電波の受信障害が発生するおそれがあるときは，当該電波の受信障害について必要な調査を調査機関に依頼して行うとともに，必要に応じて当該電波の受信障害を解消するために有効な施設を設置すること。
	



（３）葬祭場の建築（葬祭場用途変更を含む。以下同じ。）
	設計に当たり配慮する事項
	配慮の内容

	　敷地が原則として幅員６ｍ以上の道路に接すること。
	

	　葬祭場の利用者のための駐車場を当該葬祭場の敷地内に設置し，又はその近傍地に確保すること。
	葬祭場の用途にする部分の床面積の合計
	駐車台数

	500㎡未満
	5台以上

	500㎡以上
	100㎡につき1台以上



	

	　葬祭場の利用者のための必要な規模を有する駐輪場を当該葬祭場の敷地内に設置すること。
	

	　霊きゅう車，マイクロバスその他の葬儀の用に供する車両の発着場所を葬祭場の敷地内に設けること。
	



（４）ワンルーム形式集合建築物の建築（ワンルーム形式集合建築物用途変更を含む。以下同じ。）
	設計に当たり配慮する事項
	配慮の内容

	　管理人室を設置すること。
　※管理人室を設置しない場合は，委託等により適切な管理ができる管理計画を策定してください。
	

	　揚水ポンプ及び冷暖房等の機器は，発生する音を和らげる措置を講じること。
	

	　玄関ドア，階段及び廊下等は，衝撃音を和らげる措置を講じること。
	

	　隣地の居宅を容易に見通せないよう，目隠し等の措置を講じること。
	

	　洗濯機及び乾燥機等は，廊下，バルコニー及びベランダに設置しないような措置を講じること。
	

	　各階に消火器を設置すること。
	

	　敷地内にできる限り駐車場を設置すること。
　※敷地内に駐車場を設置できない場合，入居者が自動車を利用するときは，敷地外に月極駐車場等を確保させてください。
	

	　住戸数分の駐輪場（住戸数×１．５㎡）を敷地内に設置すること。
	

	　敷地内にできる限り空地を確保し，植栽をすること。
	




２　ごみ集積所の設置協議について
　　次に掲げる開発事業等をしようとするときは，当該建築物に入居する者が使用するごみ集積所の設置について，あらかじめ，担当部署と協議をお願いします。
　　また，当該ごみ集積所の設置場所を配置図等に明示してください。
　①中高層建築物（共同住宅及び長屋の用途に供するものに限る。）の建築
　②ワンルーム形式集合建築物の建築
　（該当するものにチェックをお願いします。）
  □　協議済み（協議終了日：令和　　年　　月　　日）
　　　※ごみ集積所の設置に係る協議の結果を記載した書面を提出すること。

　□　現在，協議中
　　　※協議終了後，速やかに，ごみ集積所の設置に係る協議の結果を記載した書面を提出する
　　　　こと。

　□　今後，協議を行います
　　　※協議終了後，速やかに，ごみ集積所の設置に係る協議の結果を記載した書面を提出する
　　　　こと。


３　ワンルーム形式集合建築物の管理について
　　ワンルーム形式集合建築物の建築をしようとするときは，次に掲げる事項に配慮して当該建築物の管理を行ってください。

（１）管理方法
　　ア　管理人室を設置する場合は，管理人を定め，下表の区分に応じた管理を行ってください。
　　イ　管理人室を設置しない場合は，管理委託等により，下表の区分に応じた管理と同等の管理を行ってください。
	　戸数が３０戸未満の場合
	　管理人の定期巡回

	　戸数が３０戸以上５０戸未満の場合
	　管理人がごみの収集日かつ１週間のうち５日以上かつ日中４時間程度駐在

	　戸数が５０戸以上の場合
	　管理人がごみの収集日かつ１週間のうち５日以上かつ日中８時間程度駐在


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「日中」とは，午前８時から午後５時までの間をいう。

（２）管理表示板の設置
　　　管理者の氏名及び連絡先等を明記した管理表示板を当該建築物の外部から見やすい場所に設置してください。
　　　配置図等に管理表示板の設置場所を明示してください。

（３）管理規約の制定
　　　騒音の発生，ごみ収集日以外のごみの搬出，路上駐車等の近隣住民に迷惑を及ぼす行為について禁止事項及び入居者相互の秩序を保持する上で必要な事項を含む管理規約を定め，入居者に遵守させてください。
　　　管理規約の案又は管理規約の写しを提出してください。

（４）管理計画書の提出
　　　上記（１）（２）（３）について記載した管理計画書を提出してください。


４　葬祭場の管理及び運営に係る事項の説明について
　　葬祭場の建築をしようとする場合において，近隣住民等に対し柏市開発事業等計画公開等条例第１１条第３項の規定による説明をするときは，併せて当該葬祭場に関する次に掲げる事項を説明してください。
　　①花輪の設置の場所
　　②通夜，告別式等の実施の場所
　　③葬祭場から生じる音及びにおい並びに夜間に点灯する照明に対する措置
　　④葬祭場の利用者による周辺地域の自動車交通の渋滞の防止のための措置

※下記の例規，要綱，様式等の内容については，柏市のホームページを御確認ください。
　(https:// www.city.kashiwa.lg.jp/jukankyo/jigyosha/development/jorei/jore.html）

　・柏市開発事業等計画公開等条例
　・柏市開発事業等計画公開等条例施行規則
　・柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱
　・柏市開発事業等計画公開等条例及び同施行規則に定める書式


【お問い合わせ】
　〒277-0005　柏市柏２５５番地１　柏市役所　分庁舎２
　　　　　　　都市部　住環境再生課　開発事業調整係　
　　　　　　　電話：０４－７１６７－２５２８

 (
作成例
)（仮称）○○柏マンション　　管理規約

１　路上駐車及び路上駐輪の禁止
　　・自動車の利用者は，必ず駐車場を確保し，近隣住民の迷惑となる不法駐車を行わないこと。
　　・バイク又は自転車の利用者は，必ず敷地内所定の駐輪場へ駐輪し，路上にバイク又は自転車を放置しないこと。

２　ごみ処理の方法
　　・ごみは，決められた，収集日，収集時間，収集場所及び分別方法に従って出すこと。
　　・ごみ置場は，常に清潔を保つこと。

３　騒音の発生行為の禁止
　　・室内において，他の入居者又は近隣住民に迷惑をかける騒音を発する行為（宴会，集会等，楽器の演奏等，テレビ，ステレオ等を大音量にすること等）をしてはならない。

４　悪臭，振動等の発生行為の禁止
　　・悪臭，振動等を発生させることにより，他の入居者又は近隣住民に迷惑をかける行為をしてはならない。

５　迷惑行為等の禁止
　　・他の入居者又は近隣住民に不快，危険，迷惑等を及ぼす行為をしてはならない。
　　　　・
　　　　・
　　　　・

※周辺の環境，近隣住民等からの要望等により，入居者に遵守させる事項を規定してください。

 (
作成例
)（仮称）○○柏マンション　　管理計画書

１　物件の表示
	所　在
	　柏○丁目○○番，○○番

	構造等
	　鉄骨造　３階建て

	住戸数
	　３０㎡未満：　２４戸　　　　／　３０㎡以上：　０戸



２　管理規約
（１）入居者に別添の管理規約を配付し，管理規約の周知を図る。
（２）管理規約を遵守させることにより，入居者が近隣住民に迷惑を及ぼす行為を禁止するとともに，入居者相互の秩序を保持する。

３　管理の実施
（１）管理者
　　　建物等の管理は，次の管理会社に委託して実施する。
　　　　柏市△△×丁目×番×号
　　　　株式会社△△不動産管理　柏支店　　　代表取締役　　△　△　△　△
　　　　　電話　０４－７１××－××××
（２）管理方法
ア　週に○回，巡回を行い，本物件の敷地内の清掃並びに建物及び附帯設備の点検を実施し，植栽の剪定等を適宜実施することにより，本件建物等の美化に努める。
イ　アの巡回以外に，台風，大雨，大雪，震災等の自然災害発生時には，巡回を行い適切に対応する。
ウ　巡回の際に，入居者による路上駐車，騒音の発生等の迷惑行為又は危険行為を発見した場合には，当該行為を中止するよう指導する。
エ　指定日以外のごみの搬出を禁止し，ごみ置場はボックス型を使用することで，ごみが乱雑になることを防止し，ごみ置場を清潔に保つよう努める。
（３）管理表示板の設置及び苦情等への対応
　　ア　建物の出入口外壁面（別添の配置図記載の設置場所）に，管理会社の名称，連絡先等を記載した管理表示板を設置する。
　　イ　入居者及び近隣住民等からの問い合わせ，苦情等については，柏市内に事務所がある次の管理会社において，迅速に対応する。
　　　　　柏市△△×丁目×番×号　
　　　　　株式会社△△不動産管理　柏支店　　　代表取締役　　△　△　△　△
　　　　　　電話　０４－７１××－××××
　　　　　　受付時間　月曜日から金曜日まで（祝日を除く。）の午前△時△△分から午後△時△△分まで
（４）夜間及び休日の管理体制
　　　夜間（午後△時△△分から翌日の午前△時△△分までをいう。）及び休日（土曜日，日曜日及び祝日をいう。）においては，次の管理会社の△△センターにおいて，緊急時の対応をする。
　　株式会社△△不動産管理　柏支店内　△△センター
　　電話　０４－７１××－××××
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